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１．昨年度調査結果の概要 

小 美 玉 市

 

１．昨年度調査結果の概要 

１-１．調査目的、検討内容と流れ 

 （１）調査目的  

  小美玉市は平成 18 年 3 月 27 日に、小川町、美野里町、玉里村の 3町村が合併して発足した

市である。 

本市は、茨城県のほぼ中央部に位置し、東京から 80 ㎞、県都水戸市から約 20 ㎞の距離にあ

り、業務核都市の土浦市、つくば市には約 20 ㎞の距離にある。 

主な公共交通は、ＪＲ常磐線と路線バスであるが、平成 19 年 3 月には、市の南部に存在した

鹿島鉄道線が廃止となった他、近年の路線バスの縮減・廃止傾向もあるなかで、公共交通の利

便性の低下が著しい状況にある。 

しかし、平成 22 年 3 月には茨城空港が開港し、新たに空路が確保されるとともに，同年 8

月には公設民営型としては全国初となる旧鹿島鉄道線跡地を利用したバス専用道の整備（ＢＲ

Ｔ）により，かしてつバスの運行が開始されるなど、新たな動きも見られている。 

このような状況のなか、本市では、平成 20 年度に全市民を対象とした公共交通に関するアン

ケート調査を実施したが、車社会の進展に伴い、公共交通の利便性が減少している状況であっ

ても，公共交通に不便を感じていないことから、新たな公共交通導入に関する関心は低いとい

う結果が表れた。 

しかしながら、本市も県内他市と同様に急速な少子高齢化が進行しており、自動車を運転で

きない高齢者の増加や学校の適正化に向けた検討が始められるなど、新たな公共交通に関する

問題も生じる可能性を秘めていると考えられる。 

本調査（委員会）では、そのような本市の現状、将来的な展望を踏まえ、本市の将来構想に

とって必要不可欠な公共交通のあり方を検討するとともに、行政や交通事業者に過度の負担と

ならない持続可能な公共交通ネットワークの構築と、公共交通の維持・存続のための仕組みづ

くり、取り組み方などについて検討を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）検討内容と流れ 

  昨年度調査において検討した内容とその流れは、以下の通りである。 

小美玉市の現状 

・人口動態（将来人口動向、人口分布など） 

・公共交通の現状（ネットワーク、利用状況など） 

平成 20 年度 市民アンケート調査結果 

各地区における市民ニーズ 

各地区における交通特性整理 

公共交通の問題点整理 

公共交通ネットワーク整備の基本方針 

・小美玉市が目指すまちづくりの方向性 

・公共交通ネットワーク整備の将来像と方向性 

・公共交通ネットワーク方針 

公共交通ネットワーク再編計画（素案） 

・ネットワーク再編計画の方向性 

・公共交通の積極的な PR 計画（素案） 

・公共交通利用促進施策（素案） 

・地域内循環軸の整備計画（素案） 

・フィーダー交通軸整備計画（素案） 

・交通結節拠点整備（素案） 

上位計画との整合 

小美玉市総合計画 

小美玉市都市計画マスタープラン 

需要予測、ヒアリング調査等 

具体的な公共交通体系再編計画 

具体的な利用促進策の検討 

社会実験計画の立案・実施 

平成２３年度 

以     降 
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１．昨年度調査結果の概要 

小 美 玉 市

 

１-２．調査結果概要 

 

 

（1）現状データから見る小美玉市の姿（報告書Ｐ3～9） 

①将来人口は微増、高齢化は進行する見込み 

 ・将来人口は微増するという予測の中で、高齢化はさらに進展し、65 歳以上の高齢者が総人口の

1/3 を占める見込み。 

②モータリゼーションの進展 

 ・県下でも保有台数は上位に位置し、H18⇒H21 でさらに約 15％増加 

③公共交通（路線バス、鉄道）の衰退 

  ・多くのバス路線が廃止・撤退、鉄道利用者が H12⇒H21 で約 15％減少 

④公共交通が利用しづらい地域が広範囲に広がる 

・バス停勢圏や駅勢圏からはずれ、公共交通が利用しづらい地域が市中央部、美野里地区の西部

に広範囲に広がっている。     

(２)平成 20 年度市民アンケート調査結果（報告書Ｐ10～22） 

①自動車利用に依存したライフスタイルの形成 

  ・ほぼすべての外出目的において、自動車を自分で運転して外出する傾向にある。 

②高齢者の移動は家族の送迎に頼らざるを得ない傾向 

  ・75 歳以上で通院、買い物目的で外出する人は家族の送迎に頼る傾向が強くなっている。 

③公共交通を利用したい人の要望に対応しきれていない公共交通サービス 

  ・行きたい方面にバスがない、外出したい時刻にあった路線バスが運行していない、運行本数が

少ないなど現状の路線バスサービスに対する不満が多い 

④市が提供している移動手段に対する認知度が低い 

・公共交通問題への対策は重要と感じている一方で、市が提供している移動サービスに対する認

知度は低い。 

（３）小美玉市の公共交通が抱える問題点（報告書Ｐ23） 

問題点１ 

いずれ自動車を自分で運転でき

なくなり、移動に困ると想定さ

れる高齢者の増加 

問題点２ 

公共交通サービスが行き届いて

いない交通不便地域の存在 

問題点３ 

モータリゼーションの進展によ

る公共交通の衰退 

問題点４ 

利用したい時に利用しづらい公

共交通サービス 

問題点５ 

市が提供している移動サービス

に対する認知度の低さ 

（４）小美玉市が目指すまちづくりの方向性（報告書Ｐ24～27） 

・市民がいきいきと暮らし、未来に輝き翔けるまち誰もが快適に利用できる 

公共交通網の整備 

・鉄道の利便性向上と路線バスの維持 

【目標像】子供から高齢者まで全ての人が気軽に楽しく外出できるよう移動を支援することができる公共交通の実現 

【POINT】掲げた目標像を実現するために地域、行政、交通事業者の３者による協働参画型の体制を構築し、以下に示す課題をクリアしていく必要がある。 

 

 

計画課題１ 

公共交通の周知徹底と愛着を持って

もらえる公共交通の育成 

計画課題２ 

公共交通の活性化 

計画課題３ 

交通弱者（移動手段を持たない高齢

者など）の移動手段確保 

計画課題４ 

新たな公共交通ネットワークの検証 

対応方針１ 

公共交通の積極的な PR 

対応方針２ 
地域住民の参画と利用が促進される環境づ

くり 

対応方針３ 
子供から高齢者までが気軽に利用できる 

公共交通サービスの展開 

対応方針４ 
トライアルアンドエラーによる可能性を探

る 
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１．昨年度調査結果の概要 

小 美 玉 市

   

（５）ネットワーク整備方針（報告書Ｐ28～29） 

 

 

 

石岡市、水戸市など近隣都市と連携 

①広域幹線ネットワーク軸 

 

公共交通相互の乗継利便性、快適性を向上 

④交通結節拠点 

 

 

 石岡市や水戸市といった近隣都市と連絡している 

既存の公共交通（JR 常磐線、路線バス）の維持・ 

活性化を図ることで小美玉市における基幹的な役割 

を担う広域的なネットワークを形成する。 

 

 

 市内の交通結節拠点（羽鳥駅、市役所、茨城空港 

小川駅）やオアシス的役割を担う拠点（みの～れ、 

アピオス、コスモス）などを結ぶ地域内々の移動を 

支援する市内循環型の交通軸を形成する。 

 

 市内に点在する交通不便地域（バス停勢圏、鉄道勢圏 

からはずれている地域）から市内の交通結節拠点（羽鳥 

駅、市役所、茨城空港、小川駅）やオアシス的役割を担 

う拠点（みの～れ、アピオス、コスモス）、医療施設、 

商業施設までの移動を支援する新たな交通システムなど 

を導入することでフィーダー軸を形成する。 

 

 

既存施設を有効に活用することによって、公共交通 

（路線バス、鉄道）相互のスムーズな乗換え、待ち時 

間を快適に過ごせるような創意工夫に取り組む。 

 

地域内の主要拠点（4 箇所）および

オアシスを連絡 

②地域内循環軸  

 市内の交通不便地域から主要拠点まで

の移動を支援 

③フィーダー軸 

②地域内循環軸 

①広域幹線ネットワーク軸 

④交通結節拠点 

③フィーダー軸 

：基幹ﾈｯﾄﾜｰｸ軸  

：地域内循環軸  

    ：ﾌｨｰﾀﾞｰ軸    

：交通結節拠点 

：オアシス 

：地域拠点 

：交通不便地域

～凡 例～ 
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１．昨年度調査結果の概要 

小 美 玉 市

 

（６）公共交通ネットワーク再編（素案）（報告書Ｐ30～40） 

１）ネットワーク再編計画の方向性 

 

・モータリゼーションの進展によって、自動車に依存したライフスタイルが形成されたため、公共交通

利用者が減少し、維持できないバス路線の廃止などが相次ぎ、公共交通が衰退している。 

 

・自動車利用が進展している状況下において、新たに公共交通を導入してネットワークを再構築した場

合、持続性のあるものにできるかが問題となる。また、近年の社会経済情勢の変化を考慮すると、簡

単に公共交通システムなどを導入するのは厳しい状況である。 

 

・市では利用目的を限定した移動サービス（四季健康館の送迎バス、医療センターバス） 

を提供している。 

 

・今後の社会経済情勢の変化などの様々な状況を考慮し、先ず既存の公共交通サービスを最大限有効活

用することで、市の実情に応じた公共交通ネットワークの再編を図ることとする。 

 

２）公共交通の積極的な PR 計画（素案） 

① 基本的な考え方 

・小美玉市全体として、自動車に過度に依存したライフスタイルが形成されていることや公共交通

の情報提供不足など様々な要因によって、公共交通の認知度が非常に低くなっている。 

 

・市民の公共交通に対する認知度の低さを改善することが、利用促進のきっかけにもなると考えら

れるため、十分な情報提供を実施することによって、公共交通の利用促進を図る。 

 

② PR 施策例 

下表に代表的な PR 施策例を示す。 

PR 施策名称 施策の概要 

① 公共交通マップの作成 

・小美玉市の公共交通網が一目で分かるような地図を作成する。

・地図上には、商業施設や公共施設など日常生活で利用する施設

も分かるようにする。 

② チラシ、ポスターの作成 

・公共交通網、時刻表、乗り場などに関する情報を掲載 

・誰にでも目に付く場所に掲載することで公共交通を幅広くアピ

ールする。 

・バスの乗り方や公共交通のメリットなどについても併せて掲載

することで公共交通の有効性についてもアピールする。 

 

 

 

 

３）公共交通利用促進計画（素案） 

① 基本的な考え方 

・公共交通マップなどの PR 施策と合せて、自動車利用を控えてもらい公共交通への転換を促す、

あるいは自動車と公共交通利用を組み合わせて利用してもらうことで、少しでも自動車利用を控

えてもらうといった方向に持っていけるような利用促進策を実施していくことが重要である。 

 

・公共交通の利用促進は、モビリティマネジメントなどのようなソフト施策とサイクルアンドバス

ライド駐輪場整備などのハード施策との両面から考えていくものとする。 

 

② 公共交通利用促進施策例 

下表に代表的な公共交通利用促進策の例を示す。 

 

利用促進策名称 施策の概要 

①モビリティマネジメント 

・自主的に公共交通を利用するといった行動計画を立ててもらい、

利用してもらうことで、自動車から公共交通利用への転換を促す

施策。 

・その際には、公共交通マップやフリーチケットなどのグッズをセ

ットで渡すことで効果の発現を促す。 

②自主的な自動車運転免許

証返納者への対応 

・高齢や身体に問題を抱えているなどを理由に運転免許を自主的に

返納される方に対して、公共交通に関する割引券・フリーチケッ

トなどを配布するサービスを実施し、公共交通の利用を促す。 

③サイクル・アンド・バスラ

イド駐輪場の整備 

・バス停留所や駅の直近に駐輪場を整備し、自転車や原付・バイク

でのアクセス性を高め、公共交通の利用促進を図る。 

④パーク・アンド・ライド駐

車場の整備 

・バス停留所や駅の直近に駐車場を整備し、自動車でのアクセス性

を高め、公共交通の利用促進を図る。 

⑤ツアーバスのトライアル

運行等の社会実験の実施 

・主要な商業施設や観光施設、イベントが開催される公共施設を巡

るようなバスを実験的に運行させ、公共交通の良さを知ってもら

うことで、利用促進を図る。 

⑥送迎用自動車停車スペー

スの整備 

・バス停留所、駅付近に送迎用のスペースを確保することによって、

アクセス性を高め、公共交通の利用促進を図る。 

 

～再編の方向性～ 

既存公共交通ネットワークを最大限有効活用し、地域の実情に応じた公共交通

ネットワークの再構築を目指す。 
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１．昨年度調査結果の概要 

小 美 玉 市

 

 

４）地域内循環軸の整備計画（素案） 

① 基本的な考え方 

・合併前の旧町村単位の交通モードが残っており、市内でも公共交通サービスに差が生じているた

め、旧町村間における垣根を取払い、市全体のサービスレベルを均一にする。 

 

・循環路線は基本として、主要交通結節拠点として考えられる羽鳥駅、小美玉市役所、茨城空港、

小川駅を連絡する。 

 

・上記に示した 4つの交通結節拠点のほか、オアシス的な役割を担う施設、主要な商業施設、公共

施設などにアクセスできるようなルートとする。 

 

・極力、既存の路線バスと競合しないような路線設定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域内循環軸イメージ 

 

 

 

② 運行の前提条件 

・運行形態は、市内々の移動を支援する 

基幹路線であるため、定時定路線型を 

基本とする。 

・運行ルートは、バス相互が行き違いで 

きるように、2車線相当の幅員を有す 

る道路を基本とする。 

・市内の 2車線以上の幅員を有する主要道路は下図に示すおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 市内の主要な道路ネットワーク（2車線相当以上） 
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１．昨年度調査結果の概要 

小 美 玉 市

 

 

③ 実現化に向けた問題と可能性 

ァ）実現化に向けた問題点 

・自動車利用が進展し、公共交通利用者が減少している中で、定時定路線型の路線バスあるいは

コミュニティバスを導入した場合、利用してもらえるかが問題である。 

 

・また、この計画路線を導入したとしても、利用圏域に含まれる人口比率は、総人口の 20％程度

であり、線的なカバーはできるものの、面的なカバーまでは至らない。 

 

・実際に茨城県内のコミュニティバスの導入実績の収支比率を見ても分かるとおり、県全体のコ

ミュニティバスの収支比率は約 25％程度であり、残りの約 75％は行政が負担をしている状態で

ある。財政が厳しい状況下において、市として運行経費の半分以上を負担していくことが可能

であるかが問題である。 

 

ィ）地域循環軸の実現可能性 

・新たにコミュニティバスや路線バスを導入する前に、既存の移動サービス（医療センターバス、

四季健康館の送迎バスなど）において、利用目的に制限を設けないようにするなどの工夫を行

い、有効に活用することで実現化できる可能性がある。 

 

・また、小美玉市社会福祉協議会が実験的に運行している買い物バスツアーをショッピングセン

ターや企業などが主体となって、市や地域などと協力して運行することによって、実現化でき

る可能性もある。 

 

④ 今後の検討課題 

・次年度以降、さらにヒアリング調査などを実施し、循環路線の需要推計について検討する必要

がある。 

 

・上記の需要推計結果を基に、運行計画（運行主体、運行時刻、料金、運行本数、使用す

る車両の大きさなどのサービス基準）について検討する必要がある。 

 

・市民、交通事業者、交通管理者など関係機関との運行に係る協議が必要である。 

 

・本格運行として実施する前に、事業が成立するかを検証するために、実証運行が必要である。 

 

 

５）フィーダー交通軸整備計画（素案） 

① 基本的な考え方 

・フィーダー交通は、交通不便となっている地域の改善を目的として導入する。 

 

・提供する移動サービスの主たるターゲットは、今後、移動手段がなくなり、移動に困ってしまう

人を対象とする。対象者は以下の通りと考える。 

 

目的 ターゲット 理由 

通 勤 × 

高齢者でも自分で自動車を運転している傾向が強

く、移動手段に困るとは考えられないため、対象外

とする。 

通 学 × 
自転車、徒歩といった交通手段が主であり、移動手

段に困らないと考えられるため、対象外とする。 

買い物 ○ 

通 院 ○ 

65 歳以上の高齢者になると、移動手段が家族によ

る送迎に頼る傾向が顕著になり、家族がいない昼間

の時間帯などでは移動手段がなくなり、移動に困る

可能性が高いと考えられるため、代替となる移動手

段を提供する必要がある。 

 

・また、主たるターゲットとなる 65 歳以上の高齢者で買い物、通院目的で外出する頻度は、週 2、

3 日、月数日と非定期的な外出傾向にあり、需要も多く見込めないと考えられることから、少な

い需要にも対応でき、高齢者にやさしく、気軽に利用できる交通システムとして、市が取り組ん

でいるタクシー補助の拡充とデマンド型交通システムについて、検討するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 高齢者の通院、買い物目的の外出頻度 
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１．昨年度調査結果の概要 

小 美 玉 市

 

 

② タクシー補助の拡充 

ァ）基本的な考え方 

・現行制度と同様の買い物や通院目的などの外出を支援する取り組み。 

 

・対象者については、現行制度の「70 歳以上で一人又は高齢者のみの世帯(下肢・視覚障害者で

身体障害者手帳保持者は 60 歳以上)」を、この拡充案では「65 歳以上で自動車運転免許証を所

持していない人」と範囲を広げる。 

 

ィ）利用範囲 

・「初乗り料金の範囲(約 2.0km)及び通常のタクシーと同様に戸口までの送迎」については現行制

度と同様とし、現行制度で移動目的箇所が３ヵ所に制限されている部分を拡充案では移動目的

を限定しないこととする。 

 

ゥ）利用可能日数 

・利用回数については、現行制度の年間 24 回(月 2 回)を、拡充案では年間 48 回(月 2 回)として

試算する。 

 

・現行制度と同様に土・日・祝日でも利用可能とする。 

 

ェ）必要最低車両数 

・現行制度と同様に市内タクシー事業者の車両数の範囲 

 

ォ）運行経費 

・現行制度では、平成 21 年度実績で約 250 万円であったが、拡充案の試算では年間約 1,100 万円

を要することになる。 

（アンケート結果などを参考に概略的な 1 日当りの利用者を推計（約 330 人/日）した上で経費

を算出） 

 

ヵ）システムの特徴 

・経費は利用状況に応じて増減し、利用者が少なければ補助額は小さくなるが、利用者があまり

にも多い場合には補助額が大きくなるため、デマンド型交通システムに移行した方が有利にな

る場合も考えられる。 

 

 

③ デマンド型交通システム 

ァ）基本的な考え方 

・交通不便地域から交通結節拠点や生活用品を買い揃えることができる商業施設や医療センター

などの医療施設などまで外出を支援できるようにする。 

 

ィ）利用範囲 

・戸口から交通結節拠点である羽鳥駅、市役所、茨城空港、小川駅の 4拠点、医療センターなど

の医療施設、ショッピングセンターなどの商業施設まで送迎 

 

ゥ）利用可能日数 

・平日（月～金曜日）で年間の運行日数は 240 日 

 

・土・日、祝日は運行しない（通院・買い物は平日と考えられ、休日は家族の送迎などで外出で

きる可能性があるため） 

 

ェ）必要最低車両数 

・６台（小美玉市に類似した自治体の事例を参考に算出） 

 

ォ）運行経費 

・最低限必要となる経費が年間約 3,800 万円 

（茨城県下のデマンド導入自治体の経費などを参考に算出） 

 

ヵ）システムの特徴 

・利用者が少ない場合でも面的にカバーするために必要車両数は変わらない。 

 

・車両数が変わらないため、経費は一定必要となる分、需要があまりにも少ない場合、補助金額

が大きくなり、タクシー補助制度の方が有利になる。 
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１．昨年度調査結果の概要 

小 美 玉 市
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１．昨年度調査結果の概要 

小 美 玉 市

参考事例：公共交通を快適に待てる施設整備例（JR 加古川線の社町駅、小野町駅、黒田庄駅）

 ・駅舎に飲食店が併設しており、電車、バスが車での待ち時間を埋めることができる例 

（左：小野町駅、右：黒田庄町駅） 

 

 

 

 

 

 

・駅舎に待合所が併設されており、待合所には冷暖房、テレビ、インターネットが常設さ

れているため、快適に待ち時間をすごすことができる。（社町駅） 

 

 

６）交通結節拠点整備（素案） 

・交通結節拠点は、公共交通の待ち時間を快適に過ごすことができるよう、待合室の充実や飲食店の

併設などの機能を備えたものとする。 

 

・また、公共交通相互の乗換えも円滑に行えるような施設整備とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考事例：公共交通相互の乗継円滑化（長野県木曽町、熊本県上天草市） 

・バスと乗合タクシー、路線バス相互が隣接して停車するため、乗換え利便性が良い。 

待合室の中の風景 

インターネット テレビ 
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２．今年度調査の概要 

 

２．今年度調査の概要 

２-１．調査目的 

平成 22 年度の小美玉市公共交通ネットワーク検討調査で示された公共交通ネットワーク

再編計画（素案）を受け、社会実験の実施に向けた具体的な計画を策定することを目的とす

る。 

 ２-２．検討内容と流れ 

    本調査は小美玉市公共交通検討委員会からの助言を賜りながら、進めることを基本とし、

調査の進め方は以下に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-３．調査スケジュール 

 （１）調査全体スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）検討委員会 

  検討委員会の開催時期とそのときの内容を下表に示す  

回数 開催時期 内容 

第１回 H23 年 6 月下旬 
・昨年度検討経過および報告書完成について 

・詳細意向調査計画について 

第２回 H23 年 9 月下旬 
・詳細意向調査結果（分析、概算需要・収支）について 

・社会実験候補施策の抽出について 

第３回 H24 年 1 月下旬 ・社会実験計画案について 

第４回 H24 年 3 月中旬 ・報告書（案）について 

関係機関協議 

・交通事業者、地元自治会 

・関係各課 

具体的な公共交通施策の抽出 

・詳細意向調査（ヒアリング） 

・概略需要・概略収支試算の検討 

・社会実験対象施策の抽出 

 

循環バスの社会実験 

フィーダー交通の社会実験 

バスマップの作成    etc 

平成２４年度 

以      降 

社会実験計画案の策定 

・サービス形態 

・運行計画 

・運行主体 

・実験評価項目の設定 

検
討
委
員
会
の
開
催
（４
回
） 

1.具体的な公共交通施策の抽出

（1）詳細意向調査

（2）概算需要・収支試算

（3）社会実験対象施策の抽出

2.関係機関協議

3.社会実験計画案の作成

4.委員会開催予定時期

5.報告書作成

1.具体的な公共交通施策の抽出

（1）詳細意向調査

（2）概算需要・収支試算

（3）社会実験対象施策の抽出

2.関係機関協議

3.社会実験計画案の作成

4.委員会運営支援

5.報告書作成

8月 9月
平成23年

4月 5月 6月 7月

2月 3月
平成23年 平成24年

10月 11月 12月 1月
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３．ヒアリング調査計画 
 

３．ヒアリング調査計画 

３-１．調査目的 

来年度以降実施する社会実験の計画を作成するための基礎情報入手を目的として、市内主要施設におい

て、ヒアリング調査を実施するものである。 

３-２．調査内容 

 （１）調査対象場所 

・地域内循環バスあるいはフィーダー交通ともに主要施設を経由あるいはそこまでの移動を支援す

るものであることから、調査は市内の主要施設をターゲットに実施するものとする。 

・調査対象場所は、以下に示す施設を対象に実施するものとする。 

 

ヒアリング場所（案） 選定理由 

①小美玉市役所 市の拠点であり、多くの市民が利用するため 

②医療センター 移動に困る高齢者が利用される施設であるため 

③かしてつバス小川駅 

④ＪＲ羽鳥駅 
通勤・通学者の多くが利用する施設であるため 

⑤カスミ小川 
市内各所から多くの人が日常品を買出しに来る場所であ

るため 

調査対象位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査方法 

① 方法 

・各施設に調査員 1～2 名（別途 1 名交代要員を配置する。）を配置し、施設を利用あるいは買い物客な

どを対象に直接聞き取り調査を実施する。 

・聞き取り調査は極力回答者の負担を軽減するために施設の空いているスペースを提供してもらい、ゆ

ったりと回答してもらえるようなスペースを設けるものとする。 

 

■調査風景サンプル 

 

 

 

 

 

 

 

② 調査日数・時間 

・調査日数は、平日 1 日とする。 

・調査時間は、10 時間程度を想定する。ただし、各施設により利用時間帯が異なることから、下表の

ように設定する。 

 

ヒアリング場所（案） 調査時間 

①小美玉市役所 9：00～17：00（市役所の開いている時間） 

②医療センター 7：00～17：00（7 時から受付が開始するため） 

③かしてつバス小川駅 

④ＪＲ羽鳥駅 

10：00～20：00 

朝ピーク時と考えられる 6、7、8時は、ヒアリングできない

ものと想定。 

⑤カスミ小川 
10：00～20：00 

（昼間の買出し、夕方の買出し時間を想定） 

③ 調査を実施時の留意点 

・ヒアリングの際に交通システム（例えば、デマンド型交通システム、タクシー補助など）を選択し

てもらう必要があるため、提示する交通システムがどんなものであるかわかるような説明資料を交

通システム別にＡ4 用紙 1 枚程度にまとめて、ヒアリング時に提示して説明する。 

・市内にどんな施設が点在しているか分かってもらえるよう、また、公共交通を知ってもらう良い機

会でもあるため、バス路線網と市内の主要施設が分かる資料として、Ａ3 用紙 1 枚程度の図面を用

意する。 
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３．ヒアリング調査計画 

 

④ 交通システムの説明資料（案） 

 デマンド型交通システム 

イメージ 

 

システム概要 

・地区の集会所などから主要拠点（市役所・JR 羽鳥駅・茨城空港・小川駅など）

までの運行 

・利用には事前予約が必要（取りやめの場合は事前に連絡が必要） 

・エリア（美野里東・西、小川北・南、玉里など）を区分 

・エリアを跨いだ利用も可能とするが、料金が高くなる。 

・利用者登録が必要となる 

・利用可能日は、平日（月～金）とし、土・日・祝日は運休 

 

 

 

 

 

 

 

 
 タクシー補助制度 

イメージ 

 

システム概要

・利用するには事前申請が必要となる。 

・申請条件を現状の「70 歳以上で一人又は高齢者のみの世帯」から「65 歳以上

で自動車運転免許証を所持していない人」とする。 

・利用回数は、月 2 回から月 4 回に拡充する。 

・利用目的は限定しない 

・利用可能日は、土・日・祝日でも可とする。 
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３．ヒアリング調査計画 
 

■市内主要施設分布とバス路線網の説明資料（案） 
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３．ヒアリング調査計画 
 

（３）調査項目 

・ヒアリング項目は、昨年度検討してきた地域内循環軸およびフィーダー軸の社会実験に向けた基礎情

報を収集できるような項目とする。 

 

・ヒアリング項目と内容、ねらいは下表の通りである。また、ヒアリングシート（案）を以下 

に示す。 

 

ヒアリング項目 内容 ねらい 

①個人属性 居住地/職業/年齢 

②生活行動実態 

来訪している施設の利用頻度/

施設までの交通手段/外出した

時刻/所要時間 

基礎情報の収集 

③デマンド型交通

システムの利用

意向 

利用意志の有無/利用目的/利用

回数/利用場所/支払い意志額 

デマンド交通の概算需要などを

推計する基礎情報の入手、導入

ニーズを把握するため 

③地域内循環バス

の利用意向 

利用意志の有無/利用目的/利用

回数/利用場所/支払い意志額 

地域内循環バスの概算需要など

を推計する基礎情報の入手、導

入ニーズを把握するため 

④タクシー補助拡

充に対する意向 

利用意志の有無/利用目的/利用

回数/利用場所/支払い意志額 

タクシー補助交通の概算需要な

どを推計する基礎情報の入手、

導入ニーズを把握するため 

⑤利用促進策 

昨年度調査で示されている公共

交通ＰＲ策と利用促進策の必要

性 

今後さらに公共交通利用増進を

図るための基礎情報を把握する

ため 

 

 

 

 

 

 ヒアリングシート（案） 
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３．ヒアリング調査計画 
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３．ヒアリング調査計画 
 

（４）調査実施体制 

調査実施までのスケジュールは以下の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）調査実施体制 

調査実施は以下の体制により実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）安全管理 

本調査における現地調査の実施に際しては以下に示す安全管理に留意する。 

 

① 調査員の安全管理・教育等 

・調査員に対しては、調査方法、安全管理、マナー順守などの教育を事前に行う。 
・調査員は、調査員としてふさわしい服装を身につけ、利用者等から不快感をもたれない様に注意す

る。調査中は「調査員」であることを明確にするために腕章を着用する。 
・調査日当日においては、事前に教育した調査方法等の確認を行い、集合･点呼、調査地点の確認等を

行う。 
・現地の責任者に緊急連絡体制を記したプリントを配布し、調査時において円滑な指示･報告等の連絡

体制を確保する。 
 
（腕章のイメージ） 
 
 
 
 
 
 

② ヒアリング調査における留意事項 

   ・朝、夕ピーク時においては、急いで行動している人もいるため、迷惑にならないにならない程度に、

調査を実施するものとする。 

・施設利用者、買い物しているお客さまの気分を害しないよう、無理強いはしないものとする。 

   ・万が一トラブルが発生した際は、近くの監督員に連絡し、トラブルを解決する 

 

（７）実態調査事前告知 

   ・調査実施に先立ち、調査日当日に極力トラブルなどが発生しないようにするため、事前に調査告知

文を各調査施設に掲載する。 

   ・事前告知文は、極力目立つようにするため、Ａ1 サイズ程度の大きさで作成する。告知文（案）を

次ページに示す。 

 

小美玉市 市長公室 企画調整課 

担当：藤枝係長 

現場責任者 

 

調査員 

株式会社 トーニチコンサルタント 

本社事業本部 計画・環境本部 計画調査部 

調査責任者：前田 修司、池嵜 勝利 

・石岡警察署 

・小美玉市医療センター 

・カスミ小川店 

・関鉄グリーンバス株式会社 

・ＪＲ東日本水戸支社 

・関東鉄道株式会社 

調査員 

平成２３年６月 平成２３年７月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

第3回検討委員

座長への事前確認

調査計画修正

調査計画修正

調査準備（人員募集など）

調査実施予定調査計画修正

調査計画修正

調査準備（調査員教育など）

調査計画修正

調査員 調査員 調査員 調査員 
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小 美 玉 市

３．ヒアリング調査計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）その他特記事項 

・調査場所として提供して頂けるスペースに余裕がある場合、調査への協力を得やすくするために、ホワ

イトボードなどを設置し、ヒアリング調査を実施していることを周知させるような張り紙をするととも

に、この機会に小美玉市の公共交通がどうなっているのかを周知させるようなことについても、できる

限り実施する。 

 

・ホワイトボードを設置する場合、極力スペースを使わないようにするため、1 枚とする。 

 

・以下にホワイトボードなどで周知するイメージを示す。 

 

 

 

 

 

 




